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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持体上に、少なくとも感光性樹脂層と保護フィルムとをこの順に有する感光性樹脂材
料から、前記保護フィルムを剥離し、前記感光性樹脂層をラミネーションローラーでラミ
ネートして基板に転写する樹脂積層体の製造方法において、
（ａ）前記基板の表面温度が１１０℃～１３０℃、
（ｂ）前記感光性樹脂材料のバックテンションが２０Ｎ以上、
（ｃ）前記ラミネーションローラの圧力が１ＭＰａ以上、
（ｄ）前記ラミネーションローラと前記感光性樹脂材料とのラップ角が１０°以上、
（ｅ）前記ラミネーションローラの表面温度が１００℃～１４０℃、
　の条件で、前記感光性樹脂材料を前記基板にラミネートすることを特徴とする樹脂積層
体の製造方法。
【請求項２】
　前記基板は、オーブン、ホットプレート、または赤外線若しくは遠赤外線照射装置を用
いて加熱されることを特徴とする請求項１に記載の樹脂積層体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、樹脂積層体の製造方法に関し、特に、液晶表示装置用に用いられるカラーフィ
ルタ、スペーサー、配向制御用構造体の製造方法およびその製造方法によって製造される
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カラーフィルタに関する。
【０００２】
【従来の技術】
液晶用表示装置に用いられる樹脂積層体としては、カラーフィルタ、スーペサー、配向制
御用構造体等がある。一般に、カラー画像を表示する液晶表示装置は液晶表示装置に備え
られた２枚の透明基板の一方の面にカラーフィルタを設けた構成からなる。カラーフィル
タは、透明基板の上に、微小の間隙を介して縦横両方向に整然と展開配列された多数の着
色画素からなる層が設けられた構成を有するものである。多数の着色画素は通常、それぞ
れ、Ｒ（レッド）、Ｇ（グリーン）、そしてＢ（ブルー）の三色のうちいずれかに着色さ
れていて、ＲＧＢの各着色画素が一定のパターンに組み合わさって着色画素を構成してい
る。
【０００３】
これらカラーフィルタ等樹脂積層体の製造方法としては、各種の方法が知られているが、
近年、感光性樹脂シート（感光性樹脂材料）を用いた転写法が、精度の高いカラーフィル
タ等を簡便に製造することができるなどの理由で注目を浴びている。例えば、カラーフィ
ルタの製造方法において、この感光性樹脂シートを用いる転写法では、まず、所定の色の
着色材料（顔料または染料）と感光性樹脂とからなる感光性着色樹脂層（感光性樹脂層）
を可撓性の支持体シートの上に設けた感光性樹脂シートを所定の枚数（通常は、Ｒ、Ｇ、
Ｂの三枚）製造する。つぎに、この感光性樹脂シートの１枚を、その感光性着色樹脂層を
下に向け、加熱ロールを用いて加熱しながら透明な基板（ガラス板など）の上に貼り合わ
せたのち、支持体シートを剥がして透明基板上に感光性着色層を転写する。
【０００４】
次いで、その状態で、感光性着色樹脂層の表面に、画素パターン部分が開口されたシート
からなるフォトマスクを介して光を照射して感光性着色樹脂層をパターン上に露光し、そ
ののち現像して、透明基板上に１色の着色画素パターンを形成する。さらに、着色画素パ
ターンが形成された基板表面に、別の色の感光性着色樹脂層を有する感光性シートを用い
て、同様にして転写、露光および現像を順次おこなうことによって、多色の着色画素パタ
ーンを形成することができる。なお、ＲＧＢなどの多色の着色画素間の色分離を向上させ
るために、最近では各画素間に間隙を設け、感光性黒色樹脂を埋め込むこと（いわゆる、
ブラックマトリックスの形成）が一般的におこなわれている。
【０００５】
カラーフィルタ等の需要は近年にいたってますます高くなり、それに伴ってカラーフィル
タ等の性能の向上及び低価格化が要求されている。したがって、高精度のカラーフィルタ
等を低コストで製造する必要性が高まっている。低コストのカラーフィルタ等樹脂積層体
の製造方法の開発のための一つの手段としては、製造に要する時間の短縮にある。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上述の転写法を利用するカラーフィルタ等樹脂積層体の製造方法は、高精度のカラーフィ
ルタ等の製造には有利であるが、本発明者の研究によると、感光性着色シート（感光性樹
脂材料）を透明基板上に貼り合わせる（ラミネートする）際に空気の残留により気泡を巻
き込みやすいという傾向があることが判明した。
特に最近では、液晶表示装置の高精細化に伴って一定の面積に形成すべき画素の数が増加
しているため、画素間の間隙がより狭くなり、生産性を上げるために転写速度を速くする
と、一層気泡が発生しやすい状況にある。この気泡の発生した領域では当然、所定の画素
が形成されないので、画素欠陥部分（いわゆる白抜け）等が生じてしまい、カラーフィル
タの精度の低下をもたらす。
また、スペーサーの製造においても、気泡の発生した領域ではスペーサーが欠けてしまう
。
さらに、配向制御用構造体の製造においても気泡の発生した領域では欠けが生じてしまう
。
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【０００７】
このように、ラミネートの際に気泡が発生する原因としては、感光性樹脂材料の生産時か
らの経時日数、ロットの変動、品種差等が考えられるが、いまだその原因は解明されてい
ない。
【０００８】
本発明者は、上記のラミネートの際の気泡の発生について研究を重ねた結果、ラミネート
条件の最適化を図ることに着目した。このため、本発明者は更に研究を続け、ラミネート
の際に気泡が混入しにくい、基板温度、感光性樹脂材料のバックテンション、ラミネーシ
ョンローラの圧力、およびラミネーションローラと感光性樹脂材料とのラップ角があるこ
とを見出した。
【０００９】
従って、本発明は、ラミネートの際の気泡の発生を抑制し、高精度のカラーフィルタ等樹
脂積層体を高速でラミネートすることができる樹脂積層体の製造方法およびその製造方法
により製造されるカラーフィルターを提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、支持体上に、少なくとも感光性樹脂層と保護フィルムとをこの順に有する感
光性樹脂材料から、前記保護フィルムを剥離し、前記感光性樹脂層をラミネーションロー
ラーでラミネートして基板に転写する樹脂積層体の製造方法において、（ａ）前記基板の
表面温度が１１０℃～１３０℃、（ｂ）前記感光性樹脂材料のバックテンションが２０Ｎ
以上、（ｃ）前記ラミネーションローラの圧力が１ＭＰａ以上、（ｄ）前記ラミネーショ
ンローラと前記感光性樹脂材料とのラップ角が１０°以上、（ｅ）前記ラミネーションロ
ーラの表面温度が１００℃～１４０℃、の条件で、前記感光性樹脂材料を前記基板にラミ
ネートすることを特徴とする樹脂積層体の製造方法にある。
【００１１】
　以下に、本発明の樹脂積層体の製造方法の好ましい態様を示す。
（１）基板を、オーブン、ホットプレート、または赤外線若しくは遠赤外線照射装置を用
いて加熱する樹脂積層体の製造方法。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明について詳細に説明する。
【００１４】
《樹脂積層体》
本発明の樹脂積層体は、支持体上に少なくとも感光性樹脂層と保護フィルムとを有する感
光性樹脂材料を、基板にラミネートし、その感光性樹脂層を基板に転写し、露光、現像等
を施して製造される、少なくとも樹脂層を有する積層体である。本発明によって製造され
る樹脂積層体としては、液晶表示装置用のカラーフィルタ、スペーサー、および配向制御
用構造体等が挙げられる。以下、カラーフィルタを例に本発明について説明するが本発明
はこれに限定されるものではない。
【００１５】
［感光性樹脂材料］
つぎに、本発明の樹脂積層体の製造方法に用いる感光性樹脂材料について説明する。上記
感光性樹脂材料は、支持体上に少なくとも、感光性樹脂層と、保護フィルムとをこの順に
有する。また、上記感光性樹脂材料は、フィルム状の感光性樹脂材料が好ましいが、これ
に限定されることはない。上記感光性樹脂材料としては、カラーフィルタの製造に用いる
画像形成用の感光性樹脂着色シート、およびブラックマトリックス形成用の感光性黒色シ
ート等が挙げられる。
【００１６】
（支持体）
上記感光性樹脂材料の支持体としては、可撓性であって、感光性樹脂層等と良好な剥性を
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有し、化学的および熱的に安定である物質で構成されることが好ましい。具体的には、テ
フロン、ポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリプロピレ
ン等のフィルムもしくはこれらの積層物が好ましい。感光性樹脂層等からの良好な剥離性
を有するためには、グロー放電等の表面処理はせず、またゼラチン等の下塗層も設けない
のが一般的である。支持体の厚みは５～３００μｍが適当であり、特に２０～１５０μｍ
が好ましい。
【００１７】
（感光性樹脂層）
上記感光性樹脂層は、感光性樹脂と着色剤とからなる層であり、１５０℃以上の温度で軟
化もしくは粘着性を示すことが好ましく、また熱可塑性であることが好ましい。上記感光
性樹脂層の厚みは、０．５～３μｍが好ましく、通常は約２μｍである。公知の光重合性
組成物からなる層の大部分はこの性質を有する。これらの層は、熱可塑性樹脂の添加、ま
たは相溶性のある可塑剤の添加によってさらに改質が可能である。
【００１８】
上記感光性樹脂としては、例えば特開平３－２８２４０４号公報に記載のものを全て使用
することができる。その例として、ネガ型ジアゾ樹脂とバインダーからなる感光性樹脂組
成物、光重合成組成物、アジド化合物とバインダーからなる感光性樹脂組成物、桂皮酸型
感光性樹脂組成物を挙げることができる。
【００１９】
上記感光性樹脂層はたとえば、アルカリ可溶性バインダーポリマー、光の照射によって付
加重合するエチレン性不飽和二重結合を有するモノマー、光重合開始剤、そして着色剤を
含有する組成物からなる層である。
【００２０】
アルカリ可溶性バインダーポリマーとしては、側鎖にカルボン酸基を有するポリマー、例
えば、特開昭５９－４４６１５号公報、特公昭５４－３４３２７号公報、特公昭５８－１
２５７７号公報、特公昭５４－２５９５７号公報、特開昭５９－５３８３６号公報、及び
特開昭５９－７１０４８号公報に記載されているようなメタクリル酸共重合体、アクリル
酸共重合体、イタコン酸共重合体、クロトン酸共重合体、マレイン酸共重合体、部分エス
テル化マレイン酸共重合体を挙げることができる。また側鎖にカルボン酸基を有するセル
ロース誘導体も挙げることができる。この他に水酸基を有するポリマーに環状酸無水物を
付加したものも好ましく使用することができる。特に、米国特許第４１３９３９１号明細
書に記載のベンジル（メタ）アクリレートと（メタ）アクリル酸の共重合体やベンジル（
メタ）アクリレートと（メタ）アクリル酸と他のモノマーとの多元共重合体を挙げること
ができる。本発明において、アルカリ可溶性バインダーポリマーを用いる場合は、上記の
中から、５０～３００ｍｇＫＯＨ／ｇの範囲の酸価と１０００～３０００００の範囲の質
量平均分子量を有するものを選択して使用することが好ましい。
【００２１】
以上の構成成分の他に、種々の性能、例えば硬化膜の強度を改良するために、現像性等に
悪影響を与えない範囲で、アルカリ不溶性のポリマーを添加することができる。そのよう
なポリマーとしてはアルコール可溶性ナイロンあるいはエポキシ樹脂を挙げることができ
る。
【００２２】
感光性樹脂組成物の全固形分に対するバインダーの含有量は、１０～９５質量％で、さら
に２０～９０質量％が好ましい。１０質量％未満では感光性樹脂層の粘着性が高すぎ、９
５質量％を超えると形成される画像の強度及び光感度の点で劣る。
【００２３】
上記光の照射によって付加重合するエチレン性不飽和二重結合を有するモノマーとしては
、分子中に少なくとも１個の付加重合可能なエチレン性不飽和基を有し沸点が常圧で１０
０以上の化合物を挙げることができる。ポリエチレングリコールモノ（メタ）アクリレー
ト、ポリプロピレングリコールモノ（メタ）アクリレート及びフェノキシエチル（メタ）
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アクリレートなどの単官能アクリレートや単官能メタクリレート；ポリエチレングリコー
ルジ（メタ）アクリレート、ポリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリメ
チロールエタントリアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、トリメチ
ロールプロパンジアクリレート、ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート、ペン
タエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ（メタ）アク
リレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトー
ルペンタ（メタ）アクリレート、ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート、トリメチロ
ールプロパントリ（アクリロイルオキシプロピル）エーテル、トリ（アクリロイルオキシ
エチル）イソシアヌレート、トリ（アクリロイルオキシエチル）シアヌレート、グリセリ
ントリ（メタ）アクリレート；トリメチロールプロパンやグリセリン等の多官能アルコー
ルにエチレンオキシドにプロピレンオキシドを付加した後（メタ）アクリレート化したも
の等の多官能アクリレートや多官能メタクリレートを挙げることができる。さらに特公昭
４８－４１７０８号公報、特公昭５０－６０３４号公報及び特開昭５１－３７１９３号公
報に記載されているウレタンアクリレート類；特開昭４８－６４１８３号公報、特公昭４
９－４３１９１号公報及び特公昭５２－３０４９０号公報に記載されているポリエステル
アクリレート類；エポキシ樹脂と（メタ）アクリル酸の反応生成物であるエポキシアクリ
レート類等の多官能アクリレートやメタクリレートを挙げることができる。これらの中で
、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メ
タ）アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート、ジペンタエリ
スリトールペンタ（メタ）アクリレートが好ましい。
【００２４】
光の照射によって付加重合するエチレン性不飽和二重結合を有するモノマーは単独でも、
２種類以上を混合して用いてもよく、感光性樹脂組成物の全固形分に対する含有量は５～
５０質量％が一般的で、１０～４０質量％が好ましい。５質量％未満では光感度や画像の
強度が低下し、５０質量％を超えると感光性樹脂層の粘着性が過剰になり好ましくない。
【００２５】
上記光重合開始剤としては、米国特許第２３６７６６０号明細書に記載されているビシナ
ルポリケタルドニル化合物、米国特許第２４４８８２８号明細書に記載されているアシロ
インエーテル化合物、米国特許第２７２２５１２号明細書に記載のα－炭化水素で置換さ
れた芳香族アシロイン化合物、米国特許第３０４６１２７号明細書及び同第２９５１７５
８号明細書に記載の多核キノン化合物、米国特許第３５４９３６７号明細書に記載のトリ
アリールイミダゾール二量体とｐ－アミノケトンの組合せ、特公昭５１－４８５１６号公
報に記載のベンゾチアゾール化合物とトリハロメチル－ｓ－トリアジン化合物、米国特許
第４２３９８５０号明細書に記載されているトリハロメチル－ｓ－トリアジン化合物、米
国特許第４２１２９７６号明細書に記載されているトリハロメチルオキサジアゾール化合
物等を挙げることができる。特に、トリハロメチル－ｓ－トリアジン、トリハロメチルオ
キサジアゾール及びトリアリールイミダゾール二量体が好ましい。感光性樹脂組成物の全
固形分に対する光重合開始剤の含有量は、０．５～２０質量％が一般的で、１～１５質量
％が好ましい。０．５質量％未満では光感度や画像の強度が低く、また２０質量％を超え
て添加しても性能向上への効果が認められない。
【００２６】
上記着色材料（着色剤）としては、カラーフィルタを構成する色である赤色、緑色、青色
および黒色の顔料が、一般に使用される。その好ましい例としては、カーミン６Ｂ（Ｃ．
Ｉ．１２４９０）、フタロシアニングリーン（Ｃ．Ｉ．７４２６０）、フタロシアニンブ
ルー（Ｃ．Ｉ．７４１６０）、カーボンブラックを挙げることができる。感光性樹脂層中
の着色剤の含有量は、１～３０質量％が好ましく、特に５～２０質量％が好ましい。
【００２７】
感光性樹脂層は、上記成分の他に、更に熱重合防止剤を含むことが好ましい。熱重合防止
剤の例としては、ハイドロキノン、ｐ－メトキシフェノール、ジ－ｔ－ブチル－ｐ－クレ
ゾール、ピロガロール、ｔ－ブチルカテコール、ベンゾキノン、４，４’－チオビス（３
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－メチル－６－ｔ－ブチルフェノール）、２，２’－メチレンビス（４－メチル－６－ｔ
－ブチルフェノール）、２－メルカプトベンズイミダゾール、フェノチアジンが挙げられ
る。さらに公知の添加剤、例えば可塑剤、界面活性剤、溶剤を添加することができる。
【００２８】
（保護フィルム）
上記保護フィルムは、上記支持体と同様に、可撓性であって、感光性樹脂層と良好な剥離
性を有し、化学的および熱的に安定である物質で構成されることが好ましい。具体的には
、ポリプロピレン、テフロン、ポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリエ
チレン等のフィルムもしくはこれらの積層物が好ましい。保護フィルムの厚みは０．１～
２０μｍが適当であり、特に５～１５μｍが好ましい。
【００２９】
（その他）
上記感光性樹脂材料には、熱可塑性樹脂層および酸素遮断層を設けることができる。
上記熱可塑性樹脂層は、転写時の気泡混入を防止するために設けられる。上記熱可塑性樹
脂層を構成する樹脂は、実質的な軟化点が８０℃以下であることが好ましい。軟化点が８
０℃以下のアルカリ可溶性の熱可塑性樹脂としては、エチレンとアクリル酸エステル共重
合体のケン化物、スチレンと（メタ）アクリル酸エステル共重合体のケン化物、ビニルト
ルエンと（メタ）アクリル酸エステル共重合体のケン化物、ポリ（メタ）アクリル酸エス
テル、及び（メタ）アクリル酸ブチルと酢酸ビニル等の（メタ）アクリル酸エステル共重
合体のケン化物などから少なくとも１つ選ばれるのが好ましい。また、「プラスチック性
能便覧」（日本プラスチック工業連盟、全日本プラスチック成形工業連合会編著、工業調
査会発行、１９６８年１０月２５日発行）による軟化点が約８０℃以下の有機高分子のう
ち、アルカリ水溶液に可溶なものを使用することができる。
【００３０】
さらに、軟化点が８０℃以上の有機高分子物質においても、その有機高分子物質中に該高
分子物質と相溶性のある各種の可塑剤を添加して実質的な軟化点を８０℃以下に下げるこ
とが可能である。これらの有機高分子物質中には、支持体との接着力を調節するために、
実質的な軟化点が８０℃を超えない範囲で各種のポリマーや過冷却物質、密着改良剤、界
面活性剤、離型剤などを加えることが可能である。好ましい可塑剤の具体例としては、ポ
リプロピレングリコール、ポリエチレングリコール、ジオクチルフタレート、ジヘプチル
フタレート、ジブチルフタレート、トリクレジルフォスフェート、クレジルジフェニルフ
ォスフェート、ビフェニルジフェニルフォスフェートを挙げることができる。熱可塑性樹
脂層の厚みは６μｍ以上が好ましい。熱可塑性樹脂層の厚みが５μｍ以下であると１μｍ
以上の下地の凹凸を完全に吸収することが困難となる。また上限については、現像性、製
造適性の点から約１００μｍ以下が一般的であり、約５０μｍ以下が好ましい。
【００３１】
また、上記酸素遮断層は、像様にパターン露光する際感光性樹脂層中での光硬化反応を阻
害する空気中からの酸素の拡散を防止するためと、それぞれＲ、Ｇ、Ｂに対応する層を３
層を積層する場合などに熱可塑性樹脂層と感光性樹脂層とが混じり合わないようにするた
めに設けられる。
【００３２】
上記酸素遮断層としては、水またはアルカリ水溶液に分散または溶解し、低い酸素透過性
を示すものであればよく、公知のものが使用できる。例えば、特開昭４６－２１２１号公
報や特公昭５６－４０８２４号公報に記載のポリビニルエーテル／無水マレイン酸重合体
、カルボキシアルキルセルロースの水溶性塩、水溶性セルロースエーテル類、カルボキシ
アルキル澱粉の塩、水塩、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、各種のポリア
クリルアミド類、各種の水溶性ポリアミド、ポリアクリル酸の水溶性塩、ゼラチン、エチ
レンオキサイド重合体、各種の澱粉およびその類似物からなる群の水溶性塩、スチレン／
マレイン酸の共重合体、及びマレイネート樹脂、更にこれらの２種以上の組合せを挙げる
ことができる。特に、ポリビニルアルコールとポリビニルピロリドンの組合せが好ましい
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。ポリビニルアルコールは鹸化度が８０％以上であるものが好ましく、ポリビニルピロリ
ドンの含有率は酸素遮断層固形物の１～７５質量％が一般的であり、１～６０質量％が好
ましく、特に１０～５０質量％が好ましい。１質量％未満では感光性着色樹脂層との充分
な接着性が得られず、７５質量％を越えると酸素遮断能が低下する。酸素遮断層の厚みは
非常に薄く、約０．１～５μｍ、特に０．５～２μｍが好ましい。約０．１μｍ未満では
酸素の透過性が高すぎ、約５μｍを越えると現像時または酸素遮断層除去時に時間がかか
りすぎてしまう。
【００３３】
感光性樹脂材料は、支持体上に上記の感光性樹脂組成物と、着色材料の溶液もしくは分散
液を塗布した後乾燥し、乾燥後に保護フィルムをラミネート等して形成することができる
。熱可塑性樹脂層や酸素遮断層を設ける場合には、まず熱可塑性樹脂層用塗布液を支持体
上に塗布、乾燥して熱可塑性樹脂層を形成し、次にこの熱可塑性樹脂を溶解しない溶剤を
用いて酸素遮断層用塗布液を調整し、塗布乾燥して酸素遮断層を形成する。次いで、この
酸素遮断層を溶解しない溶剤を用いて感光性樹脂層用塗布液を調整し、塗布乾燥して感光
性樹脂層を形成する。さらに、この感光性樹脂層の表面に保護フィルムを設ける。
【００３４】
［基板］
本発明の樹脂積層体の製造方法に用いる基板としては、化学的および熱的に安定な物質で
構成される透明な基板が好ましく、表面に酸化ケイ素皮膜を有するソーダガラス板、低膨
張ガラス、ノンアルカリガラス、石英ガラス板等の公知のガラス板、あるいは、プラスチ
ックフィルムを用いることができる。
【００３５】
《樹脂積層体の製造方法》
つぎに、本発明の樹脂積層体の製造方法について詳細に説明する。樹脂積層体の製造方法
は基本的に、感光性樹脂材料の感光性樹脂層を基板上に転写する転写工程、基板上に転写
された感光性樹脂層をパターン状に露光する露光工程、およびパターン露光された感光性
樹脂層を現像して着色画素層を形成する現像工程を含む。
【００３６】
　本発明において、樹脂積層体の製造方法は、転写工程において、上記感光性樹脂材料か
ら保護フィルムを除去した後に、（ａ）上記基板の表面温度を１１０℃～１３０℃、（ｂ
）上記感光性樹脂材料のバックテンションを２０Ｎ以上、（ｃ）上記ラミネーションロー
ラの圧力を１ＭＰａ以上、（ｄ）上記ラミネーションローラと上記感光性樹脂材料とのラ
ップ角を１０℃以上、（ｅ）前記ラミネーションローラの表面温度が１００℃～１４０℃
、の条件で上記感光性樹脂材料を上記基板にラミネートすることを特徴とする。
【００３７】
［ラミネート条件］
まず、本発明の樹脂積層体の製造方法におけるラミネートの条件について説明する。本発
明の樹脂積層体の製造方法におけるラミネート条件とは、ラミネーションローラが上記感
光性樹脂材料を基板に押圧して貼着するとき（以下、「ラミネート時」という場合がある
。）の条件である。上記基板の表面温度、上記感光性樹脂材料のバックテンション、上記
ラミネーションローラの圧力、および上記ラミネーションローラと上記感光性樹脂材料と
のラップ角のそれぞれを上述の条件で最適化することで、ラミネートの際に安定して気泡
の混入を防止することができ、高速条件でのラミネートが可能となる。これにより、カラ
ーフィルタ等樹脂積層体の生産性を向上させことができる。また、安定して気泡の混入を
防止できるので高精度なカラーフィルタ等を製造することができる。さらに、経時変化に
よってラミネートの際に気泡が混入しやすくなった感光性樹脂材料であっても、気泡の混
入を抑制し、高速でラミネートすることができる。
以下各条件ついて説明する。
【００３８】
（基板の表面温度）
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基板の表面温度を好ましい温度範囲に設定することでラミネート時の気泡混入を抑制する
ことができる。その理由としては、次のことが考えられる。ラミネートの際に感光性樹脂
層に与えられる熱が不足すると、該感光性樹脂層は十分に軟化または接着性を発揮できず
気泡混入の原因となる。感光性樹脂層は基板上に直接貼着されるため、上記基板の表面温
度は感光性樹脂層上の温度に対しても影響をもたらす。よって、上記基板上の表面温度を
上記感光性樹脂層が軟化または接着性を示すのに必要な温度に近づけることで感光性樹脂
層の熱不足による気泡混入を抑制することができると考えられる。
【００３９】
上記基板の表面温度条件は１００℃～１４０℃の温度範囲内である。さらに、上記基板の
表面温度は、１１０℃～１３０℃の温度範囲内であることが好ましい。上記基板の表面温
度が１００℃未満では、上記感光性樹脂層の熱不足の原因となりうる。また、基板の表面
温度が１４０℃を超えると、上記感光性樹脂層が熱重合等起こす可能性があり、基板の反
り、寸度変化にも悪影響を及ぼす可能性がある。また、より大きな熱エネルギーを必要と
するため好ましくない。
【００４０】
上記基板の表面を加熱する手段としては、ラミネータ装置に基板加熱装置を付設するのが
好ましい。上記基板加熱装置としては、オーブン、ホットプレート、または赤外線ランプ
、赤外線ヒータ等の赤外線または遠赤外線照射装置、加熱ロール、または搬送手段と加熱
手段とを有する装置を用いて加熱してもよい。なお、基板を加熱装置等で加熱した場合、
ラミネーションローラの表面温度は１００℃～１４０℃の温度範囲内であることが好まし
い。より好ましくは、１１０℃～１３０℃である。該ラミネーションローラの表面温度が
１００℃未満では、基板の温度低下の原因になると考えられる。また、該ラミネーション
ローラの表面温度が１４０℃を超えると、ラミネートによるしわ、発泡、エッジのしみ出
しが発生する。
【００４１】
（感光性樹脂材料のバックテンション）
上記感光性樹脂材料のバックテンションを好ましい範囲に設定することでラミネート時の
気泡混入を抑制することができる。その理由としては、ラミネーション時に感光性樹脂材
料のバックテンションが不足すると、気泡を押し出しにくくなり、ラミネート時の気泡混
入の原因になると考えられるためである。
ここで、「感光性樹脂材料のバックテンション」とは、ラミネート時に感光性樹脂材料に
かかる、該感光性樹脂材料の搬送方向と逆向きの張力をいう。
【００４２】
本発明の上記感光樹脂材材料のバックテンションの条件は１０Ｎ（１ｋｇｆ）以上である
。さらに、２０Ｎ以上が好ましい。上記感光性樹脂材料のバックテンションが１０Ｎ未満
では、十分に気泡混入を抑制することができない。また、上記感光性樹脂材料のバックテ
ンションとしては２００Ｎ以下が好ましい。該バックテンションが２００Ｎを超えると上
記感光性樹脂材料が変形等する可能性があるためである。
【００４３】
上記感光性樹脂材料のバックテンションを調整する手段としては、ラミネート装置に張力
調整用のドラムを設けるのが好ましい。該張力調整用のドラムとしては内部に減圧空間を
形成し表面にその減圧を外部に伝えることができるものが好ましい。また、上記バックテ
ンションを調整するために張力調整装置をラミネート装置に設けてもよい。該張力調整用
装置としては減圧装置と該減圧装置連結した回転可能なドラムから構成されるものが好ま
しい。さらに、ラミネート装置に棒状センサ、またはローラ状センサ等からなる張力検知
装置をもうけてもよい。該張力検知装置をラミネート装置に設けることで感光性樹脂材料
の張力の変動を素早く調整することができる。
【００４４】
（ラミネーションローラの圧力）
上記ラミネーションローラの圧力を好ましい範囲に設定することでラミネート時の気泡混
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入を抑制することができる。その理由としては、ラミネーション時にラミネーションロー
ラの圧力が不足すると、上記感光性樹脂材料に十分な圧力が伝わらないためラミネート時
の気泡混入の原因になると考えられるためである。ここで、「ラミネーションローラの圧
力」とは、ラミネート時にラミネーションローラが上記感光性樹脂材料または基板を押圧
する際の圧力である。
【００４５】
本発明の上記ラミネーションローラの圧力の条件は１ＭＰａ以上である。さらに、５ＭＰ
ａ以上が好ましい。上記ラミネーションローラの圧力が１ＭＰａ未満では、ラミネーショ
ンローラからの圧力が十分でなく気泡混入を抑制することができない。また、上記ラミネ
ーションローラの圧力としては２０ＭＰａ以下が好ましい。該ラミネーションローラの圧
力が２０ＭＰａを超えると上記感光性樹脂材料および基板を押圧する力が大きすぎて上記
感光性樹脂材料等が変形し、または感光性樹脂層のしみ出しを起こす可能性があるためで
ある。
上記ラミネーションローラの圧力を調整する手段としては、ラミネート装置に圧力調整装
置を設けるのが好ましい。該圧力調整装置をラミネート装置に設けることで感光性樹脂材
料の圧力の変動を素早く調整することができる。
【００４６】
（ラミネーションローラと感光性樹脂材料とのラップ角）
上記ラミネーションローラと上記感光性樹脂材料とのラップ角を好ましい範囲に設定する
ことでラミネート時の気泡混入を抑制することができる。その理由としては、上記ラミネ
ーションローラと上記感光性樹脂材料とのラップ角を好ましい範囲に設定すると気泡が抜
けやすくなるためと考えられる。さらに、該ラミネーションローラと該感光性樹脂材料と
の接触領域が大きくなるため上記感光性樹脂層に十分な熱を与えることができるためと考
えられる。
【００４７】
「ラミネーションローラと感光性樹脂材料とのラップ角」を、図１を用いて説明する。図
１は、ラミネーションローラと感光性樹脂材料とのラップ角を示す説明図である。図１に
おいて、感光性樹脂材料１は、ラミネーションローラ２ａおよび２ｂによって基板３にラ
ミネートされる。ここで「ラミネーションローラと感光性樹脂材料とのラップ角」とは、
ラミネーションローラ２ａが感光性樹脂材料１を基板３に押圧して貼着する部位であるラ
ミネーションポイントＡと、感光性樹脂材料１とラミネーションローラ２ａとの接触開始
点Ｂとをそれぞれラミネーションローラの中心Ｏと結んだ直線ＡＯおよび直線ＢＯによっ
て挟まれる角θをいう。
【００４８】
本発明の上記ラミネーションローラと感光性樹脂材料とのラップ角は１０°以上が条件と
なる。好ましくは９０°以上である。上記ラップ角が１０°未満では、感光性樹脂層と基
板との貼着面から気泡が抜けにくい。また、上記ラップ角は、１２０°以下が好ましい。
該ラップ角が１２０°を超えるとラミネート装置の構造上好ましくないためである。
【００４９】
［樹脂積層体の製造工程］
つぎに、本発明の樹脂積層体の製造方法のうち転写工程、露光工程、および現像工程につ
いて説明する。ただし、本発明はこれらに工程に限定されるものではなない。
【００５０】
（転写工程）
本発明の転写工程は、感光性樹脂材料の感光性樹脂層を基板側に向けて、該基板の表面に
ラミネーションローラを用いて加圧加温下で貼り合わせる。貼り合わせには、従来公知の
ラミネート装置や、真空ラミネート装置を使用することができる。また、より生産性を高
めるためにオートカットラミネータ装置を使用することも可能である。貼り合わせ後、得
られた積層体から支持体を剥離する。
【００５１】
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図２は、本発明に用いるラミネート装置の要部の一例を示す説明図である。図２において
ラミネート装置は、上記感光性樹脂材料１から保護フィルムを除去する保護フィルム除去
部１０と、感光性樹脂材料１のバックテンションを調整する張力調整部２０と、感光性樹
脂材料１を基板３に圧着する感光性樹脂層圧着部３０と、基板を加熱する基板加熱部４０
とから構成されている。
【００５２】
保護フィルム除去部１０には、感光性樹脂材料ロール４から巻き出されたシート状の感光
性樹脂材料１の保護フィルムを剥ぎ取る保護フィルム除去装置１１が配置されている。
【００５３】
次いで、保護フィルム除去部１０によって保護フィルムが除去された感光性樹脂材料１は
、張力調整用ドラム２１および張力検知装置２２を有する張力調整部２０を経て感光性樹
脂層圧着部３０に搬送される。
一方、基板３は加熱ヒータ４１を有する基板加熱部４０によってその表面をラミネート時
に上述の温度範囲内になるよう加熱され、その後、基板押し出し機構４２によって感光性
樹脂層圧着部３０に送られる。
感光性樹脂層圧着部３０には、基板加熱部４０から送られてくる基板３に感光性樹脂材料
１を積層させる１対のラミネーションローラ２ａ及び２ｂを含む積層装置と、ラミネーシ
ョンローラの圧力および表面温度を制御するラミネーションローラ制御装置３１が配置さ
れている。感光性樹脂材料１は、１０°以上のラップ角でラミネートローラ２に搬送され
る。ついで、ラミネーションローラ制御装置３１によってその圧力および表面温度が調整
されたラミネーションローラ２によって感光性樹脂材料１は基板３上に押下および貼着（
ラミネート）され、その後に支持体が剥離される。該ラミネートの際、感光性樹脂材料１
のバックテンションは、張力調整部２０によって上述の範囲に調整される。
【００５４】
なお、図２のラミネート装置には、更に後に積層する基板の長さを基準にして予め決めら
れた位置で幅方向に、感光性樹脂層および保護フィルムを長さ方向に沿って順次切れ目を
入れる切断装置５が備えられている。
【００５５】
（露光工程）
次いで、露光工程において、基板上の感光性樹脂層に所定のフォトマスク、並びに熱可塑
性樹脂層、酸素遮断層を介して光を照射する。これにより、感光性樹脂層の露光部分が硬
化する。露光工程に使用する光源は、感光性樹脂層の感光性に応じて選択されるが、例え
ば超高圧水銀灯、キセノン灯、カーボンアーク灯、アルゴンレーザ等の公知の光源を使用
することができる。特開平６－５９１１９号公報に記載のように、４００ｎｍ以上の波長
の光透過率が２％以下である光学フィルター等を併用してもよい。
【００５６】
なお、二色目以降の感光性シートの転写時において隣接する画素間の間隙に空気が残留す
るのを防止する目的で、フォトマスクとして画素パターン部分の矩形の開口部が面取りさ
れたものを用いてもよい。面取りの位置および形状については、本出願人による特願平９
－０４４６４４号明細書に記載されている。
熱可塑性樹脂層は、上記の支持体を剥離する際に一緒に剥がしてもよいし、あるいは露光
後に剥がすこともできる。
【００５７】
（現像工程）
続いて、現像工程において、透明基板上の感光性樹脂層を現像処理する。これにより、熱
可塑性樹脂層と酸素遮断層、及び感光性樹脂層の非露光部分（未硬化部分）が除去されて
、多数の微小の着色画素からなる層を形成することができる。感光性樹脂層の現像液とし
てはアルカリ性物質の希薄水溶液を使用するが、更に水と混和性の有機溶剤を少量添加し
たものを用いてもよい。適当なアルカリ性物質としては、アルカリ金属水酸化物類（例、
水酸化ナトリウム、水酸化カリウム）、アルカリ金属炭酸塩類（例、炭酸ナトリウム、炭
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酸カリウム）、アルカリ金属重炭酸塩類（例、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム）
、アルカリ金属ケイ酸塩類（例、ケイ酸ナトリウム、ケイ酸カリウム）、アルカリ金属メ
タケイ酸塩類（例、メタケイ酸ナトリウム、メタケイ酸カリウム）、トリエタノールアミ
ン、ジエタノールアミン、モノエタノールアミン、モルホリン、テトラアルキルアンモニ
ウムヒドロキシド類（例えばテトラメチルアンモニウムヒドロキシド）および燐酸三ナト
リウムを挙げることができる。アルカリ性物質の濃度は０．０１～３０質量％であり、ｐ
Ｈは８～１４が好ましい。
【００５８】
遮光性の感光性黒色樹脂層以外の通常の感光性樹脂層の場合には、例えばｐＨの比較的低
い現像液を用いることにより、膜状脱離による現像を好適におこなうことができる。
【００５９】
水と混和性のある適当な有機溶剤としては、メタノール、エタノール、２－プロパノール
、１－プロパノール、ブタノール、ジアセトンアルコール、エチレングリコールモノメチ
ルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノ－ｎ－ブ
チルエーテル、ベンジルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン
、ε－カプロラクトン、γ－ブチロラクトン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトア
ミド、ヘキサメチルホスホルアミド、乳酸エチル、乳酸メチル、ε－カプロラクタムおよ
びＮ－メチルピロリドンを挙げることができる。水と混和性の有機溶剤の濃度は０．１～
３０質量％が一般的である。現像液には、さらに公知の界面活性剤を添加することができ
る。界面活性剤の濃度は０．０１～１０質量％が好ましい。
【００６０】
現像液は、浴液としても、あるいは噴霧液としても用いることができる。感光性樹脂層の
未硬化部分を固形状（好ましくは膜状）で除去するには、現像液中で回転ブラシで擦るか
湿潤スポンジで擦るなどの方法、あるいは現像液を噴霧した際の噴霧圧を利用する方法が
好ましい。現像液の温度は、通常室温付近から４０℃の範囲が好ましい。現像処理の後に
水洗工程を加えてもよい。
【００６１】
さらに、現像工程の後、着色画素層の硬化を充分にし、耐薬品性を高めるために加熱処理
をおこなうのが好ましい。加熱処理は、着色画素層を有する基板を電気炉、乾燥器等の中
で加熱するか、あるいは着色画素層に赤外線ランプを照射して加熱することによりおこな
う。加熱の温度及び時間は、感光性樹脂の組成や着色画素層の厚みにも依存するが、一般
に充分な耐溶剤性、耐アルカリ性を獲得するには約１２０℃～２５０℃の温度および約１
０～３００分間である。
【００６２】
このようにして一色の着色画素層（着色画素パターン）を有するカラーフィルタが得られ
る。さらに、他色の感光性シートを用いて上述の工程を必要な色数だけ繰り返すことによ
り、多色のカラーフィルタを得ることができる。なお、カラーフィルタは一色のみ（全て
同じ色）であってもよいし、あるいは二色以上から構成されていてもよい。また、たとえ
ば赤、緑、青の三色の画素を配置する場合に、ストライプ型、モザイク型、トライアング
ル型、四画素配置型などどのような配置であってもよい。
【００６３】
さらに、感光性黒色樹脂層を有する感光性黒色樹脂材料（ブラックマトリックス形成用シ
ート）を用いて、上述と同様にしてこの感光性樹脂材料を加熱処理した後、カラーフィル
タの着色画素層表面に転写し、次いでカラーフィルタを基板の下面（画素層を有しない面
）側より露光（背面露光）し、現像し、加熱処理することにより、画素間の隙間を埋める
ように黒色樹脂層を設けて、ブラックマトリックス（遮光性画像）を形成してもよい。こ
れにより、ブラックマトリックス付きカラーフィルタが得られる。
【００６４】
背面露光は、一般に紫外線（ＵＶ）の照射によりおこなわれるが、感光性黒色樹脂層の感
光性に応じて光の種類は適宜選択される。また、形成される黒色樹脂層の厚みは０．５～
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な平坦性を示すためには、黒色樹脂層は、着色画素層と同じ厚みか、もしくはそれ以下で
あることが望ましい。
【００６５】
【実施例】
以下本発明の実施例について詳細に説明するが、本発明はこれに限定されるものではない
。
【００６６】
［実施例１］
（１）感光性樹脂材料の作製
厚さ７５μｍのポリエチレンテレフタレートフィルムの支持体上に、下記組成Ａからなる
塗布液を塗布し、その後乾燥して、乾燥膜厚が２０μｍの熱可塑性樹脂層を設けた。
【００６７】
＜熱可塑性樹脂層形成用塗布液の組成Ａ＞
・メチルメタクリレート／２－エチルヘキシルアクリレート／ベンジルメタクリレート／
メタクリル酸共重合体
（共重合組成比（モル比）＝５５／１１．７／４．５／２８．８、質量平均分子量＝８０
０００）　　　　　　　　　　　　　４．５質量部
・スチレン／アクリル酸共重合体
（共重合組成比（モル比）＝７／３、質量平均分子量＝８０００）
・ＢＰＥ－５００（新中村化学（株）製の多官能アクリレート）７．０質量部
・Ｆ１７７Ｐ（大日本インキ（株）製のフッ素系界面活性剤）０．２６質量部
・メタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０．６質量部
・メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　１８．６質量部
・１－メトキシ－２－プロパノール　　　　　　　　　　　　９．３質量部
【００６８】
つぎに、熱可塑性樹脂層上に下記組成Ｂからなる塗布液を塗布し、その後乾燥して、乾燥
膜厚が１．６μｍの酸素遮断層を設けた。
【００６９】
＜酸素遮断層形成用塗布液の組成Ｂ＞
・ポリビニルアルコール
（クラレ（株）製のＰＶＡ２０５、鹸化度：８０％）　　　　　１３質量部
・ポリビニルピロリドン
（ＧＡＦコーポレーション社製のＰＶＰ、Ｋ－３０）　　　　　　６質量部
・メタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７３質量部
・蒸留水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１１．４質量部
【００７０】
上記熱可塑性樹脂層及び酸素遮断層を有する支持体を二枚用意し、それぞれの酸素遮断層
上に、下記表１に示した組成からなる赤色（Ｒ）及び緑色（Ｇ）の各層形成用の塗布液を
塗布し、その後乾燥して、乾燥膜厚が２μｍの感光性樹脂層を形成した。
【００７１】
さらにこの感光性樹脂層の上に、ポリプロピレンの保護フィルム（厚さ１２μｍ、樹脂組
成物のガラス転移点：８０℃）を圧着し、赤色（Ｒ）および緑色（Ｇ）画素形成用の２種
の感光性着色樹脂材料を作製した。
【００７２】
【表１】



(13) JP 4173623 B2 2008.10.29

10

20

30

40

50

【００７３】
（２）カラーフィルタの製造
上記得られた２種の感光性樹脂材料について、作製後半日経過後に、ラミネート装置を用
いてカラーフィルタの仕掛品を製造した。
【００７４】
まず、赤色（Ｒ）画素形成用感光性樹脂材料から保護フィルムを剥離し、加熱ヒータによ
ってその表面が加熱された透明ガラス基板（厚さ１．１ｍｍ、３００ｍｍ×４００ｍｍ、
商品名：＃７０５９、コーニング社製）の上に、その感光性赤色樹脂層が基板に面するよ
うにラミネーター（オートカットラミネータＡＳＬ－２４、ソマール（株）製）を用いて
、ラミネート時の基板の表面温度、感光性樹脂材料のバックテンション、ラミネーション
ローラの圧力、およびラミネーションローラと感光性樹脂材料とのラップ角を以下の条件
に設定し、２．０ｍ／分の転写速度で貼り合わせた。ラミネーションローラの表面温度は
１３０℃であった。続いて、支持体と熱可塑性樹脂層との境界面で剥離し、支持体を除去
した。ラミネート時の各条件を以下に示す。
【００７５】
＜ラミネート時の各条件＞
・透明基板の表面温度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３０℃
・画素形成用感光性樹脂材料のバックテンション　　　　　　　　６０Ｎ
・ラミネーションローラの圧力　　　　　　　　　　　　　　　２ＭＰａ
・感光性樹脂材料とラミネーションローラとのラップ角　　　　　９０°
【００７６】
その後、透明ガラス基板上の感光性赤色樹脂層に、所定のフォトマスクを介して下記表２
に示した条件で露光、現像をおこなった後、コンベクションオーブンを用いて下記表２に
示した条件で加熱処理し、ガラス基板上にＲ画素パターンを形成した。
【００７７】
つぎに、緑色（Ｇ）画素形成用感光性樹脂材料を、上述と同様に、保護フィルムを除去し
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た後に、上記Ｒ画素パターンが形成された透明ガラス基板上に、この感光性樹脂材料を、
その感光性緑色樹脂層が基板に面するようにラミネーターを用いて上記と同様の条件で貼
り合わせ、続いて支持体と熱可塑性樹脂層との境界面で剥離し、支持体を除去した。次い
で、透明ガラス基板上の感光性緑色樹脂層に、所定のフォトマスクを介して下記表２に示
す条件で露光、現像をおこなった後、コンベクションオーブンを用いて下記表２に示す条
件で加熱処理して、Ｒ画素パターン付きガラス基板上にＧ画素パターンを形成した。この
ようにして、Ｒ画素とＧ画素からなる層を有するカラーフィルタの仕掛品を得た。
【００７８】
【表２】

【００７９】
（ｉ）現像１は、熱可塑性樹脂層及び酸素遮断層を溶解除去する工程に当たり、ここでは
、現像液としてトランサー処理液Ｔ－ＰＤ－１（富士写真フイルム（株）製）の１０倍希
釈液を用いて３３℃でシャワー現像をおこなった。
（ii）現像２は、感光性樹脂層の現像工程に当たり、ここでは、現像液としてトランサー
処理液Ｔ－ＣＤ－１（富士写真フイルム（株）製）の５倍希釈液を用いて３３℃でシャワ
ー現像をおこなった。
（iii）ブラシ擦りは、非画素部の現像時の残渣を除去するために、アクリル製ロールブ
ラシで基板上を擦る工程に当たり、ここでは、現像液としてトランサー処理液Ｔ－ＳＤ－
１（富士写真フイルム（株）製）の１０倍希釈液を用いて３３℃でシャワーしながらおこ
なった。
(iv)現像後、超純水を用いて６０秒間洗浄し、エアーナイフで水切りをおこなった。
【００８０】
［実施例２］
実施例１において、製作後半日経過の上記画素形成用感光性樹脂材料を、２３℃・相対湿
度５０％の条件で６ヶ月放置した画素形成用感光性樹脂材料に変更した以外は、実施例１
と同様の条件で実施例２のカラーフィルタの仕掛品を得た。
【００８１】
［比較例１］
実施例１において、ラミネート時の各条件を以下の条件に変更し、それぞれの画素形成用
感光性樹脂材料を透明基板にラミネートした以外は、実施例１と同様にして比較例１のカ
ラーフィルタの仕掛品を得た。なお、比較例１において、ラミネーションローラの表面温
度は９０℃であった。
【００８２】
＜ラミネート時の各条件＞
・透明基板の表面温度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９０℃
・画素形成用感光性樹脂材料のバックテンション　　　　　　　　　１Ｎ
・ラミネーションローラの圧力　　　　　　　　　　　　　０．３ＭＰａ
・ラミネーションローラと感光性樹脂材料とのラップ角　　　　　　　５°
【００８３】
（評価）
得られたカラーフィルタの仕掛品それぞれについて、目視により観察して気泡の発生の状
態を以下の基準によって評価した。結果を表３に示す。
＜基準＞
○：画素内に気泡の発生は認められなかった。
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△：画素内に微小の気泡の発生が認められたが、実用上問題はなかった。
×：画素内に多数の気泡の発生が認められた。
【００８４】
【表３】

【００８５】
【発明の効果】
　本発明によれば、（ａ）基板の表面温度を１１０℃～１３０℃、（ｂ）感光性樹脂材料
のバックテンションを２０Ｎ以上、（ｃ）ラミネーションローラの圧力を１ＭＰａ以上、
（ｄ）ラミネーションローラと感光性樹脂材料とのラップ角を１０°以上、（ｅ）前記ラ
ミネーションローラの表面温度が１００℃～１４０℃、の条件で感光性樹脂材料を基板に
ラミネートすることで、転写の際樹脂積層体に気泡が混入するのを抑制することができる
。これにより、高速でラミネートをおこなっても高精度の樹脂積層体を製造することが可
能な樹脂積層体の製造方法を提供することができる。さらに、経時変化の生じた感光性樹
脂材料も気泡混入することなく高速でラミネートすることができる。
【００８６】
また、本発明によれば、上記樹脂積層体の製造方法を用いてカラーフィルタを製造するこ
とで、気泡混入のない高精度のカラーフィルタを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　ラミネーションローラと感光性樹脂材料とのラップ角を示す説明図である。
【図２】　本発明に用いるラミネート装置の要部の一例を示す概略的構成図である。
【符号の説明】
１　　感光性樹脂材料
２　　ラミネーションローラ
３　　基板
４　　感光性樹脂材料ロール
５　　切断装置
１０　　保護フィルム除去部
１１　　保護フィルム除去装置
２０　　張力調整部
２１　　張力調整用ドラム
２２　　張力検知装置
３０　　感光性樹脂層圧着部
３１　　ラミネーションローラ制御装置
４０　　基板加熱部
４１　　加熱ヒータ
４２　　基板送り出し機構
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